
１．滋賀県が主体となって行う取組 （下記表【県の施策】）

(1)文化財の調査、指定、保存修理の着実な推進
(2)保存継承のための人材育成
(3)文化財の多種多様な活用推進
(4)滋賀県の文化財を県内で保存・継承・活用・発信できる拠点のあり方を検討
(5)文化財保護のための資金確保の制度や仕組みづくりを検討・支援
２．滋賀県として優先的に取り組むテーマ

・地域の担い手リーダーや文化財の専門家と地域をつなぐ文化財の担い手が
永続的に育つための裾野の拡大を目指し、ネットワークの多層化を図る

１．平時の取組
・地震に対する耐震対策、火災や盗難等に対する防災・防犯設備の設置・改修、体制の構築
・ソフト対策としてのパトロールによる現状把握、行動計画の策定、訓練、日常的な管理
・多くの人々に対する防災意識向上のための啓発活動
・ 「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づく各府県との連携
・専門職員、関係団体等との連携体制構築の研究

２．災害発生時の対応
・国、県、市町、所有者等の緊密な連携のもと、迅速な被害状況の把握
・滅失・散逸を防ぐ応急措置、動産文化財の移動、専門職員による人的、技術的支援
・「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づく応援要請

、

１．文化財保護主管課の体制
（１）職員配置状況
（２）人材の育成・配置
・年齢構成や各分野の専門性を考慮した職員配置や専門人材の育成
・滋賀県全体の専門職員の資質向上

２．関係部局との連携
・学校教育・社会教育、文化行政担当部局、観光部局、まちづくり、都市計画、農林水産、
防災、健康福祉等との連携

３．文化財保護に係る審議会
４．関係団体との連携
・専門的な知識や技術を有する関係団体のほか、文化団体や観光協会等とも連携・協働

しながら取組を進める

５．国や他府県との連携
・文化財に特化した高度な知見を有する国の職員に、県職員の資質向上等への協力
・広域にわたる文化財を情報共有しながら保存活用の推進、参考事例の共有

１．相談・助言・連絡調整
・広域の情報や技術的な見解など、国や専門家等と調整し、相談、助言、情報共有等を行う

２．地域計画や保存活用計画策定の支援
・計画策定にかかる相談、協議会等への参加と助言、文化庁との連絡調整
・文化財調査の情報を確実に集積し、広域な視点、基準の提供

３．文化財専門職員の資質向上への支援
・国等と連携を図りながら研修会等を実施するなど、文化財専門職員の資質向上の支援
・市町との会議等を通じて協議、意見交換を行い、文化財保護行政の円滑な推進の支援

１．滋賀県の概要

【人口、地勢、琵琶湖（水資源・景観・生業・観光等）などを記載】
２．県内の文化財の概要 ＜全国屈指の文化財保有県＞
・国県市町指定等文化財件数3,427件、各分野・様々な時代の文化財、全市町に分布
・重要文化財指定件数 全国4位（建造物 同3位、彫刻 同3位） （国宝 同5位）
・名勝 同2位、重要文化的景観選定 同2位、単位面積当たり城郭数 同4位
・世界遺産、ユネスコ無形文化遺産、世界の記憶、日本遺産の各文化財を保有

３．滋賀県の歴史文化の特徴
【先史】 琵琶湖と滋賀のあけぼの
【弥生・古墳時代】 ムラからクニへ、国家の成立を語る遺跡たち
【古代(飛鳥・奈良時代)】 常に歴史の表舞台を担う滋賀、都としての滋賀
【古代(平安時代)】 華ひらく仏教文化
【中世(鎌倉・室町時代)】 豊かな生産力を背景とした「自立性」
【戦国時代】 「近江を制する者は天下を制する」城づくりの先進地近江
【近世(江戸時代)】 安定した秩序ある社会の形成と経済・文化の発展
【近現代】 日本社会に貢献した「滋賀県」の近代化
【民俗】 悠久の時代を越え、今に受け継がれる暮らし、祈りと感謝の姿

４．県内の文化財の保存・活用に関する課題等 （下記表【課題】）

(1)文化財の調査・研究、指定等、保存修理
(2)文化財の保存継承を行ってきた環境の変化
(3)文化財の活用
(4)文化財の収蔵・保管・公開施設
(5)文化財を維持するための資金

５．滋賀県における今後目指すべき保存・活用の方向性 （下記表【方向性】）

(1)文化財の調査、指定、保存修理の計画的、確実、着実な推進
(2)みんなで文化財の保存継承を支え合う社会の構築
(3)文化財の多種多様な活用推進
(4)文化財を保存・継承・活用・発信できる施設の確保
(5)文化財を維持するための資金の確保

滋賀県文化財保存活用大綱＜概要＞
１．大綱策定の背景と目的

・文化財は欠くことのできない貴重な財産であり、地域の誇りであり、未来に向けて継承する責務がある
・少子化、過疎化、人口減少等社会状況の変化により、文化財の保存継承が危機的な状況となっている
・人口当たりの文化財が多く、暮らしに密着している本県においては、全域で大きな課題である
・自然災害による被害が、文化財の保存継承に大きく影響を与えている
・地域活性化や観光振興などで文化財の活用が求められるなど、文化財への期待は増大している
・これらを受け、国は法改正を行い、県は文化財の保存継承のあり方について研究報告をまとめた
・より多くの人々に支えられ守り伝えられていく姿を滋賀らしい保存と活用の好循環とし、保存継承を図る
・本県の文化財を確実に次世代に継承していくため、文化財の保存および活用に関する基本的な方針を
明らかにし、種々の取組を適切に進めていく上で共通の基盤となる総合的な施策の大綱を策定する

２．大綱における基本的な考え方 ＜文化財の「保存」と「活用」を定義＞

素案

第１章 文化財の保存・活用に関する基本的な方針

序章

第３章 県内の市町への支援の方針

第４章 防災・災害発生時の対応

第５章 文化財の保存・活用の推進体制

３．大綱の位置付け
・文化財保護法第183条の２に基づいて策定
・文化財保存活用地域計画、保存活用計画と
整合
以下の計画等との位置付けを記載
・『滋賀県基本構想』
・『滋賀の教育大綱』（滋賀県教育振興基本計画）
・『滋賀県文化振興基本方針（第２次）』
・『「健康しが」ツーリズムビジョン２０２２』
・『琵琶湖保全再生施策に関する計画』
・『滋賀県地域防災計画』

文化財：滋賀県の歴史の中で生まれ、今日まで守り伝えられてきた文化的所産
法等で定められたもので、未指定等も含まれる

保存：文化財の本質的価値を損なうことなく将来に向けて守り伝えていくこと
活用：文化財の持つ本質的価値を損なうことなく活かし、そのもの自身の価値が地

域社会や多くの人々に正しく理解され、共有されていくための様々な取組で
あり、その取組が文化財の適切な保存への好循環を生み出すべきもの
特に、人々の手で守り、地域と共に生き続けてきた本県の文化財を大切に
思う心の輪が広がり、地域に誇りと愛着が持てるようになる取組を「滋賀の文
化財の活用」とする

これまで人々が暮らしや生業の中で育み、慈しみ、地域で大切に守り伝えてきた文化財の
価値を、より多くの人が享受し、共感することで、文化財を育んだ地域への理解や関心、協
力の輪が広がる。この広がりによる多くの人々の関わりによって形作られる「これからの地
域」が、地域で育まれた文化財をこれからも大切に守り伝えていく姿を目指す。

第２章 滋賀県が行う文化財の保存・活用を図るために講ずる措置

保存継承のための人材育成

（１） 調査、指定、保存修理 （２） 社会と人 （３） 活用 （４） 施設 （５） 資金

【課題】
第1章４

・未指定文化財（価値が知られていない文化財や発
見されていない文化財）がまだまだ多く存在し、文化
財全体についての調査や研究、実態の把握と適切
な保護策を講じることが必要
・保存修理の未達のものが数多くある

・人口減少・地域の過疎化・価値観の多様化等による地域
力の低下、文化財との関わりの希薄化、意識の低下
・生活変化や自然災害等による周辺自然環境の荒廃
・保存修理技術の後継者の減少、諸材料の入手困難
・自然災害、盗難・汚損等人為的被害
・行政における専門職員の体制整備

・保存と活用の好循環を生み出すことが必要
・時代の要請に応えるノウハウや経験の不足
・文化財の種類・性質によるそれぞれの特性・特質や脆
弱性への正しい認識と適切な取扱い

・地域での公開活用、保管管理困難、県外流出の恐れ
・老朽化、展示内容や手法の陳腐化、収蔵庫の狭隘化、
など県民や関係者のニーズに対応できていない

・個人や地域等での自己負担金の確保が困難
・地方公共団体における計画的な予算配分が困難
・文化財を維持する為の資金のあり方や確保の方法の
検討が必要

【方向性】
第1章５

・調査・研究、指定・登録、保存修理から日常管理
までの確実な実施
・地域の多様な文化財の総合的な把握のための未
指定文化財の調査研究と指定等の推進

・管理と修理の保存継承サイクルの計画的推進

・時代に応じた地域と文化財の関係を模索しつつ、地域の
中で文化財が維持継承される姿
・より多くの人々が文化財の価値や魅力に関心を持ち、文化
財をコミュニケーションの核とした、滋賀らしい文化財の保存
と継承を支え合える社会の構築

・未来へ継承するための方策として、維持保全するため
の資金確保や担い手拡大につながる活用
・滋賀の文化財の価値を損なわずに、価値を最大限に
発揮できる幅広い活用
・関係機関と連携した様々な形での推進

・文化財収蔵施設の建設や改修等への助成支援
・県内において地域の文化財を受け入れ保存・管理で
きる施設の確保
・出土文化財や史跡等の価値を幅広く共有するための
公開活用施設や史跡整備の充実

・文化財の活用を通じてその価値を広く知らしめること
により、幅広い層からさまざまな形での資金確保を図る
・保存修理にあたっての所有者への支援

【県の施策】
第2章１

・未指定文化財の調査研究・保護方策検討による
着実な指定・選定・選択による保護対象の増加
・保存継承サイクルの着実な推進
・個別の保存活用計画策定の推進
・県所有文化財の修理等の計画的な推進

・「地域の文化財」として、より多くの人が参画して、社会全
体で支え合うサポーター制度等の仕組みの構築
・文化財の活用を通じ、理解者の裾野の拡大
・民間の専門家、保存団体等への支援
・文化財保存継承の人材確保につながる取組の支援
・文化財専門職員の研修等の実施

・滋賀らしい活用を基礎とし、文化財を知り、体験し、支
えていく、保存と活用の好循環を生む
・公開、情報発信、学びの提供、ネットワークの構築
・広域的な発信事業や全県的な取組の推進
・関係部局と連携し、さまざまな活用への柔軟な対応
・さまざまな取組の推進と進める人々や市町への支援

・技術的支援や助成の実施
・県内において文化財を保存・継承できるよう拠点施設
について速やかにあり方を検討する
・拠点施設を中心に活用・発信の積極的な実施
・出土文化財のについて、収蔵施設の確保や公開活用
の充実のための検討

・必要に応じた形での幅広い資金確保の仕組みづくり
・関係機関との資金調達の事例や制度、仕組みの研
究、情報共有化による所有者等の支援
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